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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動画像を構成する複数の画像から、符号化の対象となる対象画像に対する予測画像を生
成する予測画像生成手段と、
　前記対象画像と前記予測画像との差演算を実行することによって、差分画像を生成する
差分画像生成手段と、
　前記差分画像を符号化することによって、符号化差分信号を生成する符号化手段と、
　前記符号化差分信号を復号することによって、復号差分画像を生成する復号手段と、
　前記復号差分画像と前記予測画像との和演算を実行することによって、再生画像を生成
する再生画像生成手段と、
　予測画像を生成するために前記予測画像生成手段によって用いられる参照画像を格納す
るための格納手段と、
　前記再生画像又は前記格納手段に格納された参照画像の一方である第１の画像と、該再
生画像又は該参照画像の他方である第２の画像の少なくとも一部とを重み付け加算するこ
とによって、更新画像を生成する画像更新手段と、
を備え、
　前記画像更新手段は、前記更新画像を前記格納手段に格納し、
　前記予測画像生成手段は、前記格納手段に格納された更新画像を、異なる対象画像に対
する予測画像を生成するための参照画像として用いる、
動画像符号化装置。
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【請求項２】
　動画像を構成する複数の画像から、符号化の対象となる対象画像に対する予測画像を生
成する予測画像生成手段と、
　前記対象画像と前記予測画像との差演算を実行することによって、差分画像を生成する
差分画像生成手段と、
　前記差分画像を符号化することによって、符号化差分信号を生成する符号化手段と、
　前記符号化差分信号を復号することによって、復号差分画像を生成する復号手段と、
　前記復号差分画像と前記予測画像との和演算を実行することによって、再生画像を生成
する再生画像生成手段と、
　予測画像を生成するために前記予測画像生成手段によって用いられる参照画像を格納す
るための格納手段と、
　前記格納手段に格納された参照画像を第１の画像とし、前記格納手段に格納され前記第
１の画像と異なる参照画像又は前記復号差分画像を第２の画像とし、前記第１の画像と前
記第２画像の少なくとも一部とを重み付け加算することによって、更新画像を生成する画
像更新手段と、
を備え、
　前記画像更新手段は、前記更新画像を前記格納手段に格納し、
　前記予測画像生成手段は、前記格納手段に格納された更新画像を、予測画像を生成する
ための参照画像として用いる、
動画像符号化装置。
【請求項３】
　前記画像更新手段は、前記第１の画像として、前記再生画像生成手段によって生成され
る前記再生画像を用い、前記第２の画像として、前記格納手段に格納された前記参照画像
を用い、該再生画像と該参照画像の少なくとも一部とを重み付け加算することによって生
成する更新再生画像を、前記更新画像として前記格納手段に格納する、請求項１に記載の
動画像符号化装置。
【請求項４】
　前記画像更新手段は、前記第１の画像として、前記格納手段に格納された前記参照画像
を用い、前記第２の画像として、前記再生画像生成手段によって生成される前記再生画像
を用い、該参照画像と該再生画像の少なくとも一部とを重み付け加算することによって生
成する更新参照画像を、前記更新画像として前記格納手段に格納する、請求項１に記載の
動画像符号化装置。
【請求項５】
　前記画像更新手段は、前記第１の画像として、前記再生画像生成手段によって生成され
る前記再生画像を用い、前記第２の画像として、前記格納手段に格納された前記参照画像
を用い、該再生画像と該参照画像の少なくとも一部とを重み付け加算することによって生
成する更新再生画像を、前記更新画像として前記格納手段に格納し、更に、前記第１の画
像として、前記格納手段に格納された前記参照画像を用い、前記第２の画像として、前記
再生画像生成手段によって生成される前記再生画像を用い、該参照画像と該再生画像の少
なくとも一部とを重み付け加算することによって生成する更新参照画像を前記更新画像と
して前記格納手段に格納し、
　前記予測画像生成手段は、前記再生画像、前記更新再生画像、前記参照画像、及び前記
更新参照画像のうち少なくとも一つを、異なる対象画像に対する予測画像を生成するため
の参照画像として用いる、請求項１に記載の動画像符号化装置。
【請求項６】
　前記画像更新手段は、前記第１の画像に対する前記第２の画像のずれを特定する動き量
を求め、該動き量に基づいて移動させた対応の位置において前記第２の画像の少なくとも
一部を前記第１の画像に重み付け加算することによって、前記更新画像を生成する、請求
項１に記載の動画像符号化装置。
【請求項７】
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　予測画像生成手段が、動画像を構成する複数の画像から、符号化の対象となる対象画像
に対する予測画像を生成する予測画像生成ステップと、
　差分画像生成手段が、前記対象画像と前記予測画像との差演算を実行することによって
、差分画像を生成する差分画像生成ステップと、
　符号化手段が、前記差分画像を符号化することによって、符号化差分信号を生成する符
号化ステップと、
　復号手段が、前記符号化差分信号を復号することによって、復号差分画像を生成する復
号ステップと、
　再生画像生成手段が、前記復号差分画像と前記予測画像との和演算を実行することによ
って、再生画像を生成する再生画像生成ステップと、
　格納手段が、予測画像を生成するために前記予測画像生成手段によって用いられる参照
画像を格納するための格納ステップと、
　画像更新手段が、前記再生画像又は前記格納手段に格納された参照画像の一方である第
１の画像と、該再生画像又は該参照画像の他方である第２の画像の少なくとも一部とを重
み付け加算することによって、更新画像を生成する画像更新ステップと、
を含み、
　前記画像更新ステップにおいて、前記画像更新手段が、前記更新画像を前記格納手段に
格納し、
　前記予測画像生成ステップにおいて、前記予測画像生成手段が、前記格納手段に格納さ
れた更新画像を、異なる対象画像に対する予測画像を生成するための参照画像として用い
る、
　動画像符号化方法。
【請求項８】
　コンピュータを、
　動画像を構成する複数の画像から、符号化の対象となる対象画像に対する予測画像を生
成する予測画像生成手段と、
　前記対象画像と前記予測画像との差演算を実行することによって、差分画像を生成する
差分画像生成手段と、
　前記差分画像を符号化することによって、符号化差分信号を生成する符号化手段と、
　前記符号化差分信号を復号することによって、復号差分画像を生成する復号手段と、
　前記復号差分画像と前記予測画像との和演算を実行することによって、再生画像を生成
する再生画像生成手段と、
　予測画像を生成するために前記予測画像生成手段によって用いられる参照画像を格納す
るための格納手段と、
　前記再生画像又は前記格納手段に格納された参照画像の一方である第１の画像と、該再
生画像又は該参照画像の他方である第２の画像の少なくとも一部とを重み付け加算するこ
とによって、更新画像を生成する画像更新手段として機能させ、
　前記画像更新手段は、前記更新画像を前記格納手段に格納し、
　前記予測画像生成手段は、前記格納手段に格納された更新画像を、異なる対象画像に対
する予測画像を生成するための参照画像として用いる、
　動画像符号化プログラム。
【請求項９】
　予測画像生成手段が、動画像を構成する複数の画像から、符号化の対象となる対象画像
に対する予測画像を生成する予測画像生成ステップと、
　差分画像生成手段が、前記対象画像と前記予測画像との差演算を実行することによって
、差分画像を生成する差分画像生成ステップと、
　符号化手段が、前記差分画像を符号化することによって、符号化差分信号を生成する符
号化ステップと、
　復号手段が、前記符号化差分信号を復号することによって、復号差分画像を生成する復
号ステップと、
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　再生画像生成手段が、前記復号差分画像と前記予測画像との和演算を実行することによ
って、再生画像を生成する再生画像生成ステップと、
　格納手段が、予測画像を生成するために前記予測画像生成手段によって用いられる参照
画像を格納するための格納ステップと、
　画像更新手段が、前記格納手段に格納された参照画像を第１の画像とし、前記格納手段
に格納され前記第１の画像と異なる参照画像又は前記復号差分画像を第２の画像とし、前
記第１の画像と前記第２画像の少なくとも一部とを重み付け加算することによって、更新
画像を生成する画像更新ステップと、
を含み、
　前記画像更新ステップにおいて、前記画像更新手段が、前記更新画像を前記格納手段に
格納し、
　前記予測画像生成ステップにおいて、前記予測画像生成手段が、前記格納手段に格納さ
れた更新画像を、予測画像を生成するための参照画像として用いる、
　動画像符号化方法。
【請求項１０】
　コンピュータを、
　動画像を構成する複数の画像から、符号化の対象となる対象画像に対する予測画像を生
成する予測画像生成手段と、
　前記対象画像と前記予測画像との差演算を実行することによって、差分画像を生成する
差分画像生成手段と、
　前記差分画像を符号化することによって、符号化差分信号を生成する符号化手段と、
　前記符号化差分信号を復号することによって、復号差分画像を生成する復号手段と、
　前記復号差分画像と前記予測画像との和演算を実行することによって、再生画像を生成
する再生画像生成手段と、
　予測画像を生成するために前記予測画像生成手段によって用いられる参照画像を格納す
るための格納手段と、
　前記格納手段に格納された参照画像を第１の画像とし、前記格納手段に格納され前記第
１の画像と異なる参照画像又は前記復号差分画像を第２の画像とし、前記第１の画像と前
記第２画像の少なくとも一部とを重み付け加算することによって、更新画像を生成する画
像更新手段として機能させ、
　前記画像更新手段は、前記更新画像を前記格納手段に格納し、
　前記予測画像生成手段は、前記格納手段に格納された更新画像を、予測画像を生成する
ための参照画像として用いる、
　動画像符号化プログラム。
【請求項１１】
　動画像が予測符号化されてなる符号化差分信号を復号することによって、復号差分画像
を生成する復号手段と、
　前記符号化差分信号に基づいて、復号対象の対象画像に対する予測画像を生成する予測
画像生成手段と、
　前記復号差分画像と前記予測画像を加算することによって再生画像を生成する再生画像
生成手段と、
　前記予測画像を生成するために前記予測画像生成手段によって用いられる参照画像を格
納する格納手段と、
　前記再生画像又は前記格納手段に格納されていた参照画像の一方である第１の画像と、
該再生画像又は該参照画像の他方である第２の画像の少なくとも一部とを重み付け加算す
ることによって、更新画像を生成する画像更新手段と、
を備え、
　前記画像更新手段は、前記更新画像を前記格納手段に格納し、
　前記予測画像生成手段は、前記格納手段に格納された更新画像を、異なる対象画像に対
する予測画像を生成するための参照画像として用いる、
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動画像復号装置。
【請求項１２】
　動画像が予測符号化されてなる符号化差分信号を復号することによって、復号差分画像
を生成する復号手段と、
　前記符号化差分信号に基づいて、復号対象の対象画像に対する予測画像を生成する予測
画像生成手段と、
　前記復号差分画像と前記予測画像を加算することによって再生画像を生成する再生画像
生成手段と、
　前記予測画像を生成するために前記予測画像生成手段によって用いられる参照画像を格
納する格納手段と、
　前記格納手段に格納された参照画像を第１の画像とし、前記格納手段に格納され前記第
１の画像と異なる参照画像又は前記復号差分画像を第２の画像とし、前記第１の画像と前
記第２画像の少なくとも一部とを重み付け加算することによって、更新画像を生成する画
像更新手段と、
を備え、
　前記画像更新手段は、前記更新画像を前記格納手段に格納し、
　前記予測画像生成手段は、前記格納手段に格納された更新画像を、予測画像を生成する
ための参照画像として用いる、
　動画像復号装置。
【請求項１３】
　前記画像更新手段は、前記第１の画像として、前記再生画像生成手段によって生成され
る前記再生画像を用い、前記第２の画像として、前記格納手段に格納された前記参照画像
を用い、該再生画像と該参照画像の少なくとも一部とを重み付け加算することによって生
成する更新再生画像を、前記更新画像として前記格納手段に格納する、請求項１１に記載
の動画像復号装置。
【請求項１４】
　前記画像更新手段は、前記第１の画像として、前記格納手段に格納された前記参照画像
を用い、前記第２の画像として、前記再生画像生成手段によって生成される前記再生画像
を用い、該参照画像と該再生画像の少なくとも一部とを重み付け加算することによって生
成する更新参照画像を、前記更新画像として前記格納手段に格納する、請求項１１に記載
の動画像復号装置。
【請求項１５】
　前記画像更新手段は、前記第１の画像として、前記再生画像生成手段によって生成され
る前記再生画像を用い、前記第２の画像として、前記格納手段に格納された前記参照画像
を用い、該再生画像と該参照画像の少なくとも一部とを重み付け加算することによって生
成する更新再生画像を、前記更新画像として前記格納手段に格納し、更に、前記第１の画
像として、前記格納手段に格納された前記参照画像を用い、前記第２の画像として、前記
再生画像生成手段によって生成される前記再生画像を用い、該参照画像と該再生画像の少
なくとも一部とを重み付け加算することによって生成する更新参照画像を前記格納手段に
格納し、
　前記予測画像生成手段は、前記再生画像、前記更新再生画像、前記参照画像、前記更新
参照画像のうち少なくとも一つを、異なる対象画像に対する予測画像を生成するための参
照画像として用いる、請求項１１に記載の動画像復号装置。
【請求項１６】
　前記符号化差分信号は、第１の状態、第２の状態、第３の状態、及び第４の状態の少な
くとも一つを指示する更新制御信号を含んでおり、
　前記画像更新手段は、前記更新制御信号によって前記第１の状態が指示される場合に、
前記更新再生画像を生成し、前記更新制御信号によって前記第２の状態が指示される場合
に、前記更新参照画像を生成し、前記更新制御信号によって前記第３の状態が指示される
場合に、前記更新再生画像と前記更新参照画像とを生成し、前記更新制御信号によって前
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記第４の状態が指示される場合に、前記更新再生画像と前記更新参照画像とを生成しない
、
請求項１５に記載の動画像復号装置。
【請求項１７】
　前記画像更新手段は、前記第１の画像に対する前記第２の画像のずれを示す動き量を求
め、該動き量に基づいて移動させた対応の位置において前記第２の画像の少なくとも一部
を前記第１の画像に重み付け加算することによって、前記更新画像を生成する、請求項１
１に記載の動画像復号装置。
【請求項１８】
　復号手段が、動画像が予測符号化されてなる符号化差分信号を復号することによって、
復号差分画像を生成する復号ステップと、
　予測画像生成手段が、前記符号化差分信号に基づいて、復号対象の対象画像に対する予
測画像を生成する予測画像生成ステップと、
　再生画像生成手段が、前記復号差分画像と前記予測画像を加算することによって再生画
像を生成する再生画像生成ステップと、
　格納手段が、前記予測画像を生成するために前記予測画像生成手段によって用いられる
参照画像を格納する格納ステップと、
　画像更新手段が、前記再生画像又は前記格納手段に格納されていた参照画像の一方であ
る第１の画像と、該再生画像又は該参照画像の他方である第２の画像の少なくとも一部と
を重み付け加算することによって、更新画像を生成する画像更新ステップと、
を含み、
　前記画像更新ステップにおいて、前記画像更新手段が、前記更新画像を前記格納手段に
格納し、
　前記予測画像生成ステップにおいて、前記予測画像生成手段が、前記格納手段に格納さ
れた更新画像を、異なる対象画像に対する予測画像を生成するための参照画像として用い
る、
　動画像復号方法。
【請求項１９】
　コンピュータを、
　動画像が予測符号化されてなる符号化差分信号を復号することによって、復号差分画像
を生成する復号手段と、
　前記符号化差分信号に基づいて、復号対象の対象画像に対する予測画像を生成する予測
画像生成手段と、
　前記復号差分画像と前記予測画像を加算することによって再生画像を生成する再生画像
生成手段と、
　前記予測画像を生成するために前記予測画像生成手段によって用いられる参照画像を格
納する格納手段と、
　前記再生画像又は前記格納手段に格納されていた参照画像の一方である第１の画像と、
該再生画像又は該参照画像の他方である第２の画像の少なくとも一部とを重み付け加算す
ることによって、更新画像を生成する画像更新手段として機能させ、
　前記画像更新手段は、前記更新画像を前記格納手段に格納し、
　前記予測画像生成手段は、前記格納手段に格納された更新画像を、異なる対象画像に対
する予測画像を生成するための参照画像として用いる、
動画像復号プログラム。
【請求項２０】
　復号手段が、動画像が予測符号化されてなる符号化差分信号を復号することによって、
復号差分画像を生成する復号ステップと、
　予測画像生成手段が、前記符号化差分信号に基づいて、復号対象の対象画像に対する予
測画像を生成する予測画像生成ステップと、
　再生画像生成手段が、前記復号差分画像と前記予測画像を加算することによって再生画
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像を生成する再生画像生成ステップと、
　格納手段が、前記予測画像を生成するために前記予測画像生成手段によって用いられる
参照画像を格納する格納ステップと、
　画像更新手段が、前記格納手段に格納された参照画像を第１の画像とし、前記格納手段
に格納され前記第１の画像と異なる参照画像又は前記復号差分画像を第２の画像とし、前
記第１の画像と前記第２画像の少なくとも一部とを重み付け加算することによって、更新
画像を生成する画像更新ステップと、
を含み、
　前記画像更新ステップにおいて、前記画像更新手段が、前記更新画像を前記格納手段に
格納し、
　前記予測画像生成ステップにおいて、前記予測画像生成手段が、前記格納手段に格納さ
れた更新画像を、予測画像を生成するための参照画像として用いる、
　動画像復号方法。
【請求項２１】
　コンピュータを、
　動画像が予測符号化されてなる符号化差分信号を復号することによって、復号差分画像
を生成する復号手段と、
　前記符号化差分信号に基づいて、復号対象の対象画像に対する予測画像を生成する予測
画像生成手段と、
　前記復号差分画像と前記予測画像を加算することによって再生画像を生成する再生画像
生成手段と、
　前記予測画像を生成するために前記予測画像生成手段によって用いられる参照画像を格
納する格納手段と、
　前記格納手段に格納された参照画像を第１の画像とし、前記格納手段に格納され前記第
１の画像と異なる参照画像又は前記復号差分画像を第２の画像とし、前記第１の画像と前
記第２画像の少なくとも一部とを重み付け加算することによって、更新画像を生成する画
像更新手段として機能させ、
　前記画像更新手段は、前記更新画像を前記格納手段に格納し、
　前記予測画像生成手段は、前記格納手段に格納された更新画像を、予測画像を生成する
ための参照画像として用いる、
　動画像復号プログラム。
【請求項２２】
　前記画像更新手段は、
　前記第１の画像として、前記再生画像生成手段によって生成される前記再生画像を用い
、前記第２の画像として、前記格納手段に格納された前記参照画像を用い、該再生画像と
該参照画像の少なくとも一部とを重み付け加算することによって生成する更新再生画像を
、前記更新画像として前記格納手段に格納する更新再生画像生成手段と、
　前記第１の画像として、前記格納手段に格納された前記参照画像を用い、前記第２の画
像として、前記再生画像生成手段によって生成される前記再生画像を用い、該参照画像と
該再生画像の少なくとも一部とを重み付け加算することによって生成する更新参照画像を
前記更新画像として前記格納手段に格納する更新参照画像生成手段と、
を備える、請求項１に記載の動画像符号化装置。
【請求項２３】
　前記画像更新手段は、
　前記第１の画像として、前記再生画像生成手段によって生成される前記再生画像を用い
、前記第２の画像として、前記格納手段に格納された前記参照画像を用い、該再生画像と
該参照画像の少なくとも一部とを重み付け加算することによって生成する更新再生画像を
、前記更新画像として前記格納手段に格納する更新再生画像生成手段と、
　前記第１の画像として、前記格納手段に格納された前記参照画像を用い、前記第２の画
像として、前記再生画像生成手段によって生成される前記再生画像を用い、該参照画像と
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該再生画像の少なくとも一部とを重み付け加算することによって生成する更新参照画像を
前記格納手段に格納する更新参照画像生成手段と、
を備える、請求項１１に記載の動画像復号装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、動画像符号化装置、動画像符号化方法、動画像符号化プログラム、動画像復
号装置、動画像復号方法、及び動画像復号プログラムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　動画像の伝送や蓄積を効率良く行うために、圧縮符号化技術が用いられる。圧縮符号化
技術の一種として、フレーム間符号化方式が知られている。フレーム間符号化方式では、
画像が所定サイズの複数のブロックに分割され、ブロック毎に符号化処理が行われる。こ
の符号化処理では、時間方向に隣接する他の画像の再生画像が参照画像として用いられ、
符号化の対象となる対象画像に関する予測画像が生成される。ここで、再生画像とは、対
象画像より先に符号化された画像が、復元されたものである。この予測画像と対象画像と
の差分画像が符号化されることによって、動画像のデータ量が削減される（例えば、特許
文献１）。
【特許文献１】特開平９－９３５９２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、再生画像には、種々のノイズが発生する。再生画像にノイズが存在すると、
参照画像としての質が低下する。結果として、予測画像と対象画像との差が大きくなるの
で、データ量が十分に削減されない。
【０００４】
　そこで、本発明は、参照画像のノイズを低減することが可能な動画像符号化装置、動画
像符号化方法、動画像符号化プログラムを提供することを目的としている。また、本発明
は、この動画像符号化装置によって生成されたデータから動画像を復元可能な動画像復号
装置、動画像復号方法、及び動画像復号プログラムを提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の動画像符号化装置は、（ａ）動画像を構成する複数の画像から、符号化の対象
となる対象画像に対する予測画像を生成する予測画像生成手段と、（ｂ）上記対象画像と
上記予測画像との差演算を実行することによって、差分画像を生成する差分画像生成手段
と、（ｃ）上記差分画像を符号化することによって、符号化差分信号を生成する符号化手
段と、（ｄ）上記符号化差分信号を復号することによって、復号差分画像を生成する復号
手段と、（ｅ）上記復号差分画像と上記予測画像との和演算を実行することによって、再
生画像を生成する再生画像生成手段と、（ｆ）予測画像を生成するために上記予測画像生
成手段によって用いられる参照画像を格納するための格納手段と、（ｇ）上記再生画像又
は上記格納手段に格納された参照画像の一方である第１の画像と、該再生画像又は該参照
画像の他方である第２の画像の少なくとも一部とを重み付け加算することによって、更新
画像を生成する画像更新手段と、を備え、（ｈ）上記画像更新手段は、上記更新画像を上
記格納手段に格納し、（ｉ）上記予測画像生成手段は、上記格納手段に格納された更新画
像を、異なる対象画像に対する予測画像を生成するための参照画像として用いる。
【０００６】
　また、本発明の他の側面に係る動画像符号化方法は、（ａ）予測画像生成手段が、動画
像を構成する複数の画像から、符号化の対象となる対象画像に対する予測画像を生成する
予測画像生成ステップと、（ｂ）差分画像生成手段が、上記対象画像と上記予測画像との
差演算を実行することによって、差分画像を生成する差分画像生成ステップと、（ｃ）符
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号化手段が、上記差分画像を符号化することによって、符号化差分信号を生成する符号化
ステップと、（ｄ）復号手段が、上記符号化差分信号を復号することによって、復号差分
画像を生成する復号ステップと、（ｅ）再生画像生成手段が、上記復号差分画像と上記予
測画像との和演算を実行することによって、再生画像を生成する再生画像生成ステップと
、（ｆ）格納手段が、予測画像を生成するために上記予測画像生成手段によって用いられ
る参照画像を格納するための格納ステップと、（ｇ）画像更新手段が、上記再生画像又は
上記格納手段に格納された参照画像の一方である第１の画像と、該再生画像又は該参照画
像の他方である第２の画像の少なくとも一部とを重み付け加算することによって、更新画
像を生成する画像更新ステップと、を含み、（ｈ）上記画像更新ステップにおいて、上記
画像更新手段が、上記更新画像を上記格納手段に格納し、（ｉ）上記予測画像生成ステッ
プにおいて、上記予測画像生成手段が、上記格納手段に格納された更新画像を、異なる対
象画像に対する予測画像を生成するための参照画像として用いる。
【０００７】
　また、本発明の更に他の側面に係る動画像符号化プログラムは、コンピュータを、（ａ
）動画像を構成する複数の画像から、符号化の対象となる対象画像に対する予測画像を生
成する予測画像生成手段と、（ｂ）上記対象画像と上記予測画像との差演算を実行するこ
とによって、差分画像を生成する差分画像生成手段と、（ｃ）上記差分画像を符号化する
ことによって、符号化差分信号を生成する符号化手段と、（ｄ）上記符号化差分信号を復
号することによって、復号差分画像を生成する復号手段と、（ｅ）上記復号差分画像と上
記予測画像との和演算を実行することによって、再生画像を生成する再生画像生成手段と
、（ｆ）予測画像を生成するために上記予測画像生成手段によって用いられる参照画像を
格納するための格納手段と、（ｇ）上記再生画像又は上記格納手段に格納された参照画像
の一方である第１の画像と、該再生画像又は該参照画像の他方である第２の画像の少なく
とも一部とを重み付け加算することによって、更新画像を生成する画像更新手段と、とし
て機能させるためのプログラムである。ここで、（ｈ）画像更新手段は、上記更新画像を
上記格納手段に格納し、（ｉ）予測画像生成手段は、上記格納手段に格納された更新画像
を、異なる対象画像に対する予測画像を生成するための参照画像として用いる。
【０００８】
　上述した動画像の符号化に係る本発明によれば、再生画像又は格納手段に既に格納され
ている参照画像の一方の第１の画像に、当該再生画像又は当該参照画像の他方の第２の画
像が重み付け加算されることによって、更新画像が生成される。この更新画像は、異なる
対象画像の予測画像を生成するための参照画像として用いられる。したがって、加算に基
づく平均化によってノイズが削減された参照画像が用いられるので、符号化による動画像
のデータ量が削減され、符号化効率が向上される。更に、本発明によれば、再生画像と参
照画像とが平均化された更新画像が生成されるので、再生画像又は参照画像にはない、画
像のディテールを更新画像に反映させることができる。したがって、符号化による動画像
のデータ量が更に削減される。
【０００９】
　なお、再生画像に発生する種々のノイズとしては、例えば、ブロック間の境界において
大きな画素値の変化が現れるブロック歪みに起因するノイズが知られている。このブロッ
ク歪によるノイズを軽減するために、再生画像におけるブロック間の境界近傍にデブロッ
キングフィルタを施す技術が知られている。しかしながら、デブロッキングフィルタでは
、ブロック内部に生じたノイズを低減することができない。本発明によれば、加算に基づ
く平均化によって参照画像のノイズが軽減されるので、ブロック内部におけるノイズを低
減することができる。
【００１０】
　更に、再生画像に発生するノイズの一種である量子化ノイズ等を削減するための技術と
して、双方向予測が知られている。双方向予測では、処理対象ブロックについて、二つの
動き量（第１の動き量及び第２の動き量）が求められる。第１の動き量は、時間方向にお
いて前方の参照画像への処理対象ブロックの動き量である。第２の動き量は、時間方向に



(10) JP 4414904 B2 2010.2.17

10

20

30

40

50

おいて後方の参照画像への処理対象ブロックの動き量である。双方向予測では、第１の動
き量から第１の予測画像が求められ、第２の動き量から第２の予測画像が求められて、第
１の予測画像と第２の予測画像とを平均化した予測画像が用いられる。しかしながら、こ
の予測画像は、特定の処理対象ブロックに対して用いられるものであり、以降の異なる処
理対象ブロックの処理において参照画像として利用することができない。したがって、双
方向予測では、平均化によるノイズ低減の効果が、以降の処理に活かされない。一方、本
発明によれば、平均化によってノイズが軽減された更新画像が参照画像として格納手段に
格納され、後の処理において予測画像の生成に用いられる。したがって、本発明によれば
、平均化によるノイズ低減の効果が、異なる対象画像の処理にも活かされる。
【００１１】
　本発明の動画像復号装置は、（ａ）動画像が予測符号化されてなる符号化差分信号を復
号することによって、復号差分画像を生成する復号手段と、（ｂ）上記符号化差分信号に
基づいて、復号対象の対象画像に対する予測画像を生成する予測画像生成手段と、（ｃ）
上記復号差分画像と上記予測画像を加算することによって再生画像を生成する再生画像生
成手段と、（ｄ）上記予測画像を生成するために上記予測画像生成手段によって用いられ
る参照画像を格納する格納手段と、（ｅ）上記再生画像又は上記格納手段に格納されてい
た参照画像の一方である第１の画像と、該再生画像又は該参照画像の他方である第２の画
像の少なくとも一部とを重み付け加算することによって、更新画像を生成する画像更新手
段と、を備え、（ｆ）上記画像更新手段は、上記更新画像を上記格納手段に格納し、（ｇ
）上記予測画像生成手段は、上記格納手段に格納された更新画像を、異なる対象画像に対
する予測画像を生成するための参照画像として用いる。
【００１２】
　本発明の別の側面に係る動画像復号方法は、（ａ）復号手段が、動画像が予測符号化さ
れてなる符号化差分信号を復号することによって、復号差分画像を生成する復号ステップ
と、（ｂ）予測画像生成手段が、上記符号化差分信号に基づいて、復号対象の対象画像に
対する予測画像を生成する予測画像生成ステップと、（ｃ）再生画像生成手段が、上記復
号差分画像と上記予測画像を加算することによって再生画像を生成する再生画像生成ステ
ップと、（ｄ）格納手段が、上記予測画像を生成するために上記予測画像生成手段によっ
て用いられる参照画像を格納する格納ステップと、（ｅ）画像更新手段が、上記再生画像
又は上記格納手段に格納されていた参照画像の一方である第１の画像と、該再生画像又は
該参照画像の他方である第２の画像の少なくとも一部とを重み付け加算することによって
、更新画像を生成する画像更新ステップと、を含み、（ｆ）上記画像更新ステップにおい
て、上記画像更新手段が、上記更新画像を上記格納手段に格納し、（ｇ）上記予測画像生
成ステップにおいて、上記予測画像生成手段が、上記格納手段に格納された更新画像を、
異なる対象画像に対する予測画像を生成するための参照画像として用いる。
【００１３】
　本発明の更に別の側面に係る動画像復号プログラムは、コンピュータを、（ａ）動画像
が予測符号化されてなる符号化差分信号を復号することによって、復号差分画像を生成す
る復号手段と、（ｂ）上記符号化差分信号に基づいて、復号対象の対象画像に対する予測
画像を生成する予測画像生成手段と、（ｃ）上記復号差分画像と上記予測画像を加算する
ことによって再生画像を生成する再生画像生成手段と、（ｄ）上記予測画像を生成するた
めに上記予測画像生成手段によって用いられる参照画像を格納する格納手段と、（ｅ）上
記再生画像又は上記格納手段に格納されていた参照画像の一方である第１の画像と、該再
生画像又は該参照画像の他方である第２の画像の少なくとも一部とを重み付け加算するこ
とによって、更新画像を生成する画像更新手段と、として機能させるためのプログラムで
ある。ここで、（ｆ）上記画像更新手段は、上記更新画像を上記格納手段に格納し、（ｇ
）上記予測画像生成手段は、上記格納手段に格納された更新画像を、異なる対象画像に対
する予測画像を生成するための参照画像として用いる。
【００１４】
　上述した動画像の復号に係る本発明によれば、上述した動画像の符号化に係る本発明に
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基づき生成されたデータから動画像が忠実に復元される。
【００１５】
　上述した動画像の符号化に係る本発明（動画像符号化装置、動画像符号化方法、及び動
画像符号化プログラム）において、画像更新手段は、第１の画像として、再生画像生成手
段によって生成される再生画像を用い、第２の画像として、格納手段に格納された参照画
像を用い、該再生画像と該参照画像の少なくとも一部とを重み付け加算することによって
生成する更新再生画像を、更新画像として格納手段に格納してもよい。
【００１６】
　この場合、上述した動画像の復号に係る本発明（動画像復号装置、動画像復号方法、及
び動画像復号プログラム）では、画像更新手段が、第１の画像として、再生画像生成手段
によって生成される再生画像を用い、第２の画像として、格納手段に格納された参照画像
を用い、該再生画像と該参照画像の少なくとも一部とを重み付け加算することによって生
成する更新再生画像を、更新画像として格納手段に格納する。
【００１７】
　また、上述した動画像の符号化に係る本発明（動画像符号化装置、動画像符号化方法、
及び動画像符号化プログラム）において、画像更新手段は、第１の画像として、格納手段
に格納された参照画像を用い、第２の画像として、再生画像生成手段によって生成される
再生画像を用い、該参照画像と該再生画像の少なくとも一部とを重み付け加算することに
よって生成する更新参照画像を、更新画像として格納手段に格納してもよい。
【００１８】
　この場合、上述した動画像の復号に係る本発明（動画像復号装置、動画像復号方法、及
び動画像復号プログラム）では、画像更新手段が、第１の画像として、格納手段に格納さ
れた参照画像を用い、第２の画像として、再生画像生成手段によって生成される再生画像
を用い、該参照画像と該再生画像の少なくとも一部とを重み付け加算することによって生
成する更新参照画像を、更新画像として前記格納手段に格納する。
【００１９】
　また、上述した動画像の符号化に係る本発明（動画像符号化装置、動画像符号化方法、
及び動画像符号化プログラム）において、画像更新手段が、第１の画像として、再生画像
生成手段によって生成される再生画像を用い、第２の画像として、格納手段に格納された
参照画像を用い、該再生画像と該参照画像の少なくとも一部とを重み付け加算することに
よって生成する更新再生画像を、更新画像として格納手段に格納し、更に、第１の画像と
して、格納手段に格納された参照画像を用い、第２の画像として、再生画像生成手段によ
って生成される再生画像を用い、該参照画像と該再生画像の少なくとも一部とを重み付け
加算することによって生成する更新参照画像を更新画像として前記格納手段に格納しても
よい。この場合、予測画像生成手段は、再生画像、更新再生画像、参照画像（既に格納手
段に格納されている参照画像）、及び更新参照画像のうち少なくとも一つを、異なる対象
画像に対する予測画像を生成するための参照画像として用いることができる。
【００２０】
　この場合、上述した動画像の復号に係る本発明（動画像復号装置、動画像復号方法、及
び動画像復号プログラム）では、画像更新手段が、第１の画像として、再生画像生成手段
によって生成される再生画像を用い、第２の画像として、格納手段に格納された参照画像
を用い、該再生画像と該参照画像の少なくとも一部とを重み付け加算することによって生
成する更新再生画像を、更新画像として格納手段に格納し、更に、第１の画像として、格
納手段に格納された参照画像を用い、第２の画像として、再生画像生成手段によって生成
される再生画像を用い、該参照画像と該再生画像の少なくとも一部とを重み付け加算する
ことによって生成する更新参照画像を格納手段に格納する。予測画像生成手段は、再生画
像、更新再生画像、参照画像、更新参照画像のうち少なくとも一つを、異なる対象画像に
対する予測画像を生成するための参照画像として用いることができる。
【００２１】
　また、上述した動画像の復号に係る本発明（動画像復号装置、動画像復号方法、及び動
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画像復号プログラム）において、符号化差分信号は、第１の状態、第２の状態、第３の状
態、及び第４の状態の少なくとも一つを指示する更新制御信号を含み、画像更新手段は、
更新制御信号によって第１の状態が指示される場合に、更新再生画像を生成し、更新制御
信号によって第２の状態が指示される場合に、更新参照画像を生成し、更新制御信号によ
って記第３の状態が指示される場合に、更新再生画像と更新参照画像とを生成し、更新制
御信号によって第４の状態が指示される場合に、更新再生画像と更新参照画像とを生成し
ない。
【００２２】
　また、好適には、上述した動画像の符号化に係る本発明（動画像符号化装置、動画像符
号化方法、及び動画像符号化プログラム）において、画像更新手段は、第１の画像に対す
る第２の画像のずれを特定する動き量を求め、該動き量に基づいて移動させた対応の位置
において第２の画像の少なくとも一部を第１の画像に重み付け加算することによって、更
新画像を生成する。
【００２３】
　この場合に、上述した動画像の復号に係る本発明（動画像復号装置、動画像復号方法、
及び動画像復号プログラム）では、画像更新手段が、第１の画像に対する第２の画像のず
れを示す動き量を求め、該動き量に基づいて移動させた対応の位置において第２の画像の
少なくとも一部を第１の画像に重み付け加算することによって、更新画像を生成する。
【００２４】
　上記本発明によれば、動き量に係るデータ量を増やすことなく、動き補償を加えた平均
化が行われるので、よりノイズの少ない参照画像が生成される。
【００２５】
　ところで、動画像の符号化に係る本発明（動画像符号化装置、動画像符号化方法、及び
動画像符号化プログラム）は、以下のように構成することもできる。
【００２６】
　本発明に係る動画像符号化装置は、（ａ）動画像を構成する複数の画像から、符号化の
対象となる対象画像に対する予測画像を生成する予測画像生成手段と、（ｂ）前記対象画
像と前記予測画像との差演算を実行することによって、差分画像を生成する差分画像生成
手段と、（ｃ）前記差分画像を符号化することによって、符号化差分信号を生成する符号
化手段と、（ｄ）前記符号化差分信号を復号することによって、復号差分画像を生成する
復号手段と、（ｅ）前記復号差分画像と前記予測画像との和演算を実行することによって
、再生画像を生成する再生画像生成手段と、（ｆ）予測画像を生成するために前記予測画
像生成手段によって用いられる参照画像を格納するための格納手段と、（ｇ）前記格納手
段に格納された参照画像を第１の画像とし、前記格納手段に格納され前記第１の画像と異
なる参照画像又は前記復号差分画像を第２の画像とし、前記第１の画像と前記第２画像の
少なくとも一部とを重み付け加算することによって、更新画像を生成する画像更新手段と
を備え、前記画像更新手段は、前記更新画像を前記格納手段に格納し、前記予測画像生成
手段は、前記格納手段に格納された更新画像を、予測画像を生成するための参照画像とし
て用いることを特徴とする。
【００２７】
　本発明に係る動画像符号化方法は、（ａ）予測画像生成手段が、動画像を構成する複数
の画像から、符号化の対象となる対象画像に対する予測画像を生成する予測画像生成ステ
ップと、（ｂ）差分画像生成手段が、前記対象画像と前記予測画像との差演算を実行する
ことによって、差分画像を生成する差分画像生成ステップと、（ｃ）符号化手段が、前記
差分画像を符号化することによって、符号化差分信号を生成する符号化ステップと、（ｄ
）復号手段が、前記符号化差分信号を復号することによって、復号差分画像を生成する復
号ステップと、（ｅ）再生画像生成手段が、前記復号差分画像と前記予測画像との和演算
を実行することによって、再生画像を生成する再生画像生成ステップと、（ｆ）格納手段
が、予測画像を生成するために前記予測画像生成手段によって用いられる参照画像を格納
するための格納ステップと、（ｇ）画像更新手段が、前記格納手段に格納された参照画像
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を第１の画像とし、前記格納手段に格納され前記第１の画像と異なる参照画像又は前記復
号差分画像を第２の画像とし、前記第１の画像と前記第２画像の少なくとも一部とを重み
付け加算することによって、更新画像を生成する画像更新ステップとを含み、前記画像更
新ステップにおいて、前記画像更新手段が、前記更新画像を前記格納手段に格納し、前記
予測画像生成ステップにおいて、前記予測画像生成手段が、前記格納手段に格納された更
新画像を、予測画像を生成するための参照画像として用いることを特徴とする。
【００２８】
　本発明に係る動画像符号化プログラムは、コンピュータを、（ａ）動画像を構成する複
数の画像から、符号化の対象となる対象画像に対する予測画像を生成する予測画像生成手
段と、（ｂ）前記対象画像と前記予測画像との差演算を実行することによって、差分画像
を生成する差分画像生成手段と、（ｃ）前記差分画像を符号化することによって、符号化
差分信号を生成する符号化手段と、（ｄ）前記符号化差分信号を復号することによって、
復号差分画像を生成する復号手段と、（ｅ）前記復号差分画像と前記予測画像との和演算
を実行することによって、再生画像を生成する再生画像生成手段と、（ｆ）予測画像を生
成するために前記予測画像生成手段によって用いられる参照画像を格納するための格納手
段と、（ｇ）前記格納手段に格納された参照画像を第１の画像とし、前記格納手段に格納
され前記第１の画像と異なる参照画像又は前記復号差分画像を第２の画像とし、前記第１
の画像と前記第２画像の少なくとも一部とを重み付け加算することによって、更新画像を
生成する画像更新手段として機能させ、前記画像更新手段は、前記更新画像を前記格納手
段に格納し、前記予測画像生成手段は、前記格納手段に格納された更新画像を、予測画像
を生成するための参照画像として用いることを特徴とする。
【００２９】
　また、動画像の復号に係る本発明（動画像復号装置、動画像復号方法、及び動画像復号
プログラム）は、以下のように構成することもできる。
【００３０】
　本発明に係る動画像復号装置は、（ａ）動画像が予測符号化されてなる符号化差分信号
を復号することによって、復号差分画像を生成する復号手段と、（ｂ）前記符号化差分信
号に基づいて、復号対象の対象画像に対する予測画像を生成する予測画像生成手段と、（
ｃ）前記復号差分画像と前記予測画像を加算することによって再生画像を生成する再生画
像生成手段と、（ｄ）前記予測画像を生成するために前記予測画像生成手段によって用い
られる参照画像を格納する格納手段と、（ｅ）前記格納手段に格納された参照画像を第１
の画像とし、前記格納手段に格納され前記第１の画像と異なる参照画像又は前記復号差分
画像を第２の画像とし、前記第１の画像と前記第２画像の少なくとも一部とを重み付け加
算することによって、更新画像を生成する画像更新手段とを備え、前記画像更新手段は、
前記更新画像を前記格納手段に格納し、前記予測画像生成手段は、前記格納手段に格納さ
れた更新画像を、予測画像を生成するための参照画像として用いることを特徴とする。
【００３１】
　本発明に係る動画像復号方法は、（ａ）復号手段が、動画像が予測符号化されてなる符
号化差分信号を復号することによって、復号差分画像を生成する復号ステップと、（ｂ）
予測画像生成手段が、前記符号化差分信号に基づいて、復号対象の対象画像に対する予測
画像を生成する予測画像生成ステップと、（ｃ）再生画像生成手段が、前記復号差分画像
と前記予測画像を加算することによって再生画像を生成する再生画像生成ステップと、（
ｄ）格納手段が、前記予測画像を生成するために前記予測画像生成手段によって用いられ
る参照画像を格納する格納ステップと、（ｅ）画像更新手段が、前記格納手段に格納され
た参照画像を第１の画像とし、前記格納手段に格納され前記第１の画像と異なる参照画像
又は前記復号差分画像を第２の画像とし、前記第１の画像と前記第２画像の少なくとも一
部とを重み付け加算することによって、更新画像を生成する画像更新ステップとを含み、
前記画像更新ステップにおいて、前記画像更新手段が、前記更新画像を前記格納手段に格
納し、前記予測画像生成ステップにおいて、前記予測画像生成手段が、前記格納手段に格
納された更新画像を、予測画像を生成するための参照画像として用いることを特徴とする
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。
【００３２】
　本発明に係る動画像復号プログラムは、コンピュータを、（ａ）動画像が予測符号化さ
れてなる符号化差分信号を復号することによって、復号差分画像を生成する復号手段と、
（ｂ）前記符号化差分信号に基づいて、復号対象の対象画像に対する予測画像を生成する
予測画像生成手段と、（ｃ）前記復号差分画像と前記予測画像を加算することによって再
生画像を生成する再生画像生成手段と、（ｄ）前記予測画像を生成するために前記予測画
像生成手段によって用いられる参照画像を格納する格納手段と、（ｅ）前記格納手段に格
納された参照画像を第１の画像とし、前記格納手段に格納され前記第１の画像と異なる参
照画像又は前記復号差分画像を第２の画像とし、前記第１の画像と前記第２画像の少なく
とも一部とを重み付け加算することによって、更新画像を生成する画像更新手段として機
能させ、前記画像更新手段は、前記更新画像を前記格納手段に格納し、前記予測画像生成
手段は、前記格納手段に格納された更新画像を、予測画像を生成するための参照画像とし
て用いることを特徴とする。
 
【発明の効果】
【００３３】
　以上説明したように、本発明によれば、参照画像のノイズを低減することが可能な動画
像符号化装置、動画像符号化方法、動画像符号化プログラムが提供される。したがって、
本発明によれば、動画像のデータ量が削減され、符号化効率が高められる。また、本発明
によれば、平均化によるノイズ低減の効果が、異なる対象画像の処理にも活かされる。更
に、本発明によれば、再生画像及び格納手段に格納された参照画像の一方にはない画像の
ディテールが、異なる対象画像に対する予測画像の生成に用いられる参照画像に反映され
るので、更に符号化効率が高められる。
【００３４】
　また、本発明によれば、上記動画像の符号化に係る本発明に基づいて生成されるデータ
から動画像を復元することが可能な動画像復号装置、動画像復号方法、及び動画像復号プ
ログラムが提供される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３５】
　以下、図面を参照して本発明の好適な実施形態について詳細に説明する。なお、各図面
において同一又は相当の部分に対しては同一の符号を附すこととする。
【００３６】
　図１は、本発明の実施の形態に係る動画像符号化装置の構成を示す図である。図１に示
す動画像符号化装置１０は、物理的には、ＣＰＵ（中央処理装置）、メモリといった記憶
装置、ディスプレイといった表示装置、通信装置等を備えるコンピュータであることがで
きる。また、動画像符号化装置１０は、携帯電話といった移動通信端末であってもよい。
すなわち、動画像符号化装置１０には、情報処理可能な装置が広く適用され得る。
【００３７】
　図１に示すように、動画像符号化装置１０は、機能的には、入力端子１２、前処理部１
４、予測画像生成部（予測画像生成手段）１６、差分画像生成部（差分画像生成手段）１
８、フレームメモリ（格納手段）２０、符号化部（符号化手段）２２、可変長符号化部２
４、出力端子２６、復号部（復号手段）２８、再生画像生成部（再生画像生成手段）３０
、及び、画像更新部（画像更新手段）３２を備える。
【００３８】
　入力端子１２には、複数の画像からなる動画像が入力される。入力端子１２は、前処理
部１４に、動画像を出力する。
【００３９】
　前処理部１４は、ラインＬ２経由で出力される動画像を受け、動画像を構成する複数の
入力画像を順次に符号化の対象である対象画像として、当該対象画像に前処理を施す。前
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処理部１４は、前処理として、ノイズを低減するためのフィルタを対象画像に施すことが
できる。このノイズは、例えば、カメラによる撮影時に画像に発生するものである。前処
理部１４は、前処理として、必要に応じ、対象画像を所定のサイズに変換することができ
る。更に、前処理部１４は、前処理として、対象画像を所定サイズの複数のブロックに分
割して、出力する。この所定のサイズとしては、１６×１６画素のサイズが例示される。
動画像符号化装置１０では、前処理部１４から出力される複数のブロック各々について、
以下に説明する処理が施される。
【００４０】
　予測画像生成部１６は、対象画像の予測画像を生成する。具体的に、予測画像生成部１
６は、前処理部１４からラインＬ４経由で出力されるブロックを処理の対象である対象ブ
ロックとし、この対象ブロックの画像に対する予測画像を生成する。
【００４１】
　予測画像生成部１６は、フレームメモリ２０に格納されている参照画像をラインＬ６経
由で取得する。フレームメモリ２０には、対象画像より先に符号化の対象とされた入力画
像に対する再生画像が、予測画像生成部１６による予測画像の生成のための参照画像とし
て格納されている。再生画像についての詳細は後述する。予測画像生成部１６は、この参
照画像を用い、動き補償予測によって対象ブロックの予測画像を生成する。すなわち、予
測画像生成部１６は、対象ブロックの参照画像に対する動き量（動きベクトル）を求める
。この動きベクトルは、例えば、ブロックマッチングによって求めることができるもので
あり、対象ブロックから最も相関の高い参照画像内の領域へのベクトルとすることができ
る。予測画像生成部１６は、求めた動きベクトルと、予測画像を出力する。この予測画像
は、動きベクトルによって特定される参照画像内の領域における画像である。
【００４２】
　差分画像生成部１８は、対象画像と予測画像との差演算を実行することによって、差分
画像を生成する。具体的に、差分画像生成部１８は、ラインＬ８経由で前処理部１４から
出力される対象ブロックの画像と、ラインＬ１０経由で予測画像生成部１６から出力され
る当該対象ブロックの予測画像との差を求めることによって、差分画像を生成する。
【００４３】
　符号化部２２は、差分画像を符号化することによって、符号化差分信号を生成する。本
実施形態では、符号化部２２は、変換部３４と、量子化部３６とを有している。変換部３
４は、ラインＬ１２経由で差分画像生成部１８から出力される対象ブロックの差分画像を
変換する。変換部３４は、例えば、ＤＣＴ（Ｄｉｓｃｒｅｔｅ　Ｃｏｓｉｎｅ　Ｔｒａｎ
ｓｆｏｒｍ）を用いて、差分画像を周波数領域の信号に変換する。量子化部３６は、ライ
ンＬ１４経由で変換部３４から出力される信号を、量子化する。量子化部３６によって量
子化された信号が、符号化差分信号である。
【００４４】
　可変長符号化部２４は、ラインＬ１６経由で予測画像生成部１６から出力される動きベ
クトル、及びラインＬ１８経由で符号化部２２から出力される符号化差分信号を可変長符
号化することによって、符号化データを生成する。可変長符号化部２４は、例えば、算術
符号化を用いることができる。可変長符号化部２４は、当該符号化データを含むビットス
トリームをラインＬ２０経由で出力端子２６に出力する。
【００４５】
　復号部２８は、符号化差分信号を復号することによって、復号差分画像を生成する。こ
こでの復号とは、符号化部２２における符号化と対称の処理である。具体的に、復号部２
８は、逆量子化部３８と、逆変換部４０とを有する。
【００４６】
　逆量子化部３８は、ラインＬ２２経由で符号化部２２から出力される符号化差分信号を
受ける。逆量子化部３８は、量子化部３６による量子化と対称の処理である逆量子化を符
号化差分信号に適用する。
【００４７】
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　逆変換部４０は、ラインＬ２４経由で、逆量子化部３８からの信号（逆量子化が施され
た信号）を受け、当該信号に逆変換を適用することによって、対象ブロックの復号差分画
像を生成する。逆変換部４０による逆変換は、変換部３４による変換と対称の処理であり
、変換部３４がＤＣＴを用いる場合には、逆変換部４０はＩＤＣＴ（Ｉｎｖｅｒｓｅ　Ｄ
ｉｓｃｒｅｔｅ　Ｃｏｓｉｎｅ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）を用いる。
【００４８】
　再生画像生成部３０は、復号差分画像と予測画像とを加算することによって、再生画像
を生成する。具体的に、再生画像生成部３０は、復号部２８からラインＬ２６経由で出力
される復号差分画像と、予測画像生成部１６からラインＬ２８経由で出力される予測画像
とを加算することによって、対象ブロックの再生画像を生成する。
【００４９】
　画像更新部３２は、ラインＬ３０経由で再生画像生成部３０から再生画像を受け、ライ
ンＬ３２経由でフレームメモリ２０に格納されている参照画像を受ける。画像更新部３２
は、再生画像及び参照画像の一方を第１の画像とし、再生画像及び参照画像の他方を第２
の画像とし、第１の画像と第２の画像とを重み付け加算することによって、更新画像を生
成する。この更新画像は、フレームメモリ２０に格納されて、異なる対象画像に対する符
号化に用いられる。すなわち、更新画像は、フレームメモリ２０に格納されて、対象画像
より後に符号化の対象となる入力画像に対する予測画像を生成するための参照画像として
予測画像生成部１６によって用いられる。なお、この重み付け加算は、第１の画像、第２
の画像に任意の比率の重みを適用し、加算後の画素値を所望のレベル内の値とする。
【００５０】
　以下、図２を参照して、画像更新部３２の一実施形態について説明する。図２は、画像
更新部の一実施形態の構成を示す図である。動画像符号化装置１０では、図２に示す画像
更新部４８を、画像更新部３２として用いることができる。画像更新部４８は、更新再生
画像生成部５０と、更新参照画像生成部５２と、スイッチ５４とを有している。
【００５１】
　更新再生画像生成部５０は、再生画像に参照画像を重み付け加算した更新再生画像を更
新画像として生成する。すなわち、更新再生画像生成部５０は、第１の画像として、再生
画像を用い、第２の画像として参照画像を用いる。
【００５２】
　更新再生画像生成部５０は、動き検出部５６と、動き補償部５８と、重み付け加算部６
０とを有している。動き検出部５６は、ラインＬ７０経由で再生画像を、ラインＬ７２経
由で参照画像を受ける。動画像符号化装置１０の場合には、ラインＬ７０は、ラインＬ３
０に相当し、ラインＬ７２は、ラインＬ３２に相当する。
【００５３】
　動き検出部５６は、再生画像におけるブロックごとに、参照画像に対する動き量（動き
ベクトル）を求める。このブロックのサイズは、例えば、４×４画素サイズのブロックと
することができる。動き補償部５８は、動き検出部５６によって求められた動きベクトル
によって特定される参照画像内の領域の画像を出力する。重み付け加算部６０は、動き補
償部５８からの当該画像を上記ブロックの再生画像に任意の重み付けで加算することによ
って、上記ブロックの対応位置における更新再生画像を生成する。この重み付け加算は、
再生画像、参照画像に対して、例えば、１：１、或いは２：１といった比率の重みを適用
し、加算後の画素値を所望のレンジ内の値とする。
【００５４】
　このようにして更新再生画像生成部５０によって生成される更新再生画像は、スイッチ
５４及びラインＬ７４を経由して、フレームメモリに戻され、異なる対象画像に対する参
照画像として、後の符号化において利用される。なお、動画像符号化装置１０の場合には
、ラインＬ７４はラインＬ３４に相当する。
【００５５】
　更新参照画像生成部５２は、参照画像に再生画像を重み付け加算した更新参照画像を更
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新画像として生成する。すなわち、更新参照画像生成部５２は、第１の画像として、参照
画像を用い、第２の画像として再生画像を用いる。
【００５６】
　更新参照画像生成部５２は、動き検出部６２と、動き補償部６４と、重み付け加算部６
６とを有している。動き検出部６２は、ラインＬ７０経由で再生画像を、ラインＬ７２経
由で参照画像を受ける。
【００５７】
　動き検出部６２は、参照画像のブロックごとに再生画像に対する動き量（動きベクトル
）を求める。このブロックのサイズも、例えば、４×４画素サイズとすることができる。
なお、動き検出部６２は、動き検出部５６によって生成された動きベクトルを逆方向にし
たベクトルを用いてもよい。
【００５８】
　動き補償部６４は、動き検出部６２からの動きベクトルによって特定される再生画像内
の領域の画像を出力する。重み付け加算部６６は、動き補償部６４からの当該画像と上記
ブロックの参照画像とを任意の重み付けで加算することによって、上記ブロックの対応位
置の更新参照画像を生成する。この重み付け加算は、参照画像、再生画像に対して、例え
ば、１：１、或いは２：１といった比率の重みを適用し、加算後の画素値を所望のレンジ
内の値とする。
【００５９】
　このようにして更新参照画像生成部５２によって生成される更新参照画像は、スイッチ
５４及びラインＬ７４経由で、フレームメモリに戻され、異なる対象画像に対する参照画
像として、後の符号化において利用される。
【００６０】
　なお、更新再生画像生成部５０及び更新参照画像生成部５２は、それぞれ対応の動き検
出部５６及び動き検出部６２を有しない構成であってもよい。この場合には、動き補償部
５８及び動き補償部６４は、それぞれ、予測画像生成部１６によって求められる動きベク
トルを用いることができる。
【００６１】
　また、動き検出部５６及び動き検出部６２は、予測画像生成部１６によって求められる
動きベクトルをオフセットとして用いて、更に細かい動きベクトルを求めてもよい。
【００６２】
　また、動き検出部５６及び動き検出部６２によって求められた動きベクトルを、可変長
符号化部２４によって復号側へ送信してもよく、或いは、送信しなくてもよい。後者の場
合には、復号側で、動き検出部５６及び動き検出部６２と同様の処理を実行する。
【００６３】
　また、フレームメモリ２０には、更新再生画像及び更新参照画像に加えて、再生画像が
格納され、更にフレームメモリ２０に格納されている参照画像がそのまま格納されてもよ
い。この場合には、再生画像、更新再生画像、更新参照画像、参照画像が、異なる対象画
像の符号化に参照画像として用いられる。
【００６４】
　以下、図３及び図４を参照して、フレームメモリに格納される参照画像の時系列を説明
する。図３は、順方向予測を行う場合の画像更新の概念を説明するための図である。図４
は、双方向予測を行う場合の画像更新の概念を説明するための図である。図３及び図４で
は、参照符号ＩＮが付された領域に入力画像が示されており、参照符号Ｒが付された領域
に再生画像が示されており、参照符号Ｆが付された領域にフレームメモリに格納される画
像が示されている。
【００６５】
　順方向予測の場合、逆方向の予測がないので、アルゴリズム上の遅延がないものと考え
ることができる。順方向予測の場合、図３に示すように、時刻ｔ０、ｔ１、ｔ２、ｔ３・
・・の順に入力画像Ｉ０、Ｐ１，Ｐ２、Ｐ３・・・が入力される。時刻ｔ０では、入力画
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像Ｉ０が対象画像となり、例えば、イントラフレーム符号化及び復号を経て、再生画像Ｒ
Ｉ０が生成され、当該再生画像ＲＩ０がフレームメモリ２０に参照画像として格納される
。
【００６６】
　時刻ｔ１では、入力画像Ｐ１が対象画像となり、フレームメモリ２０に格納された参照
画像ＲＩ０を用いて、再生画像ＲＰ１が生成される。時刻ｔ１では、参照画像ＲＩ０と、
再生画像ＲＰ１と、再生画像ＲＰ１及び参照画像ＲＩ０から生成される更新参照画像ＲＩ
ＯＲＰ１と更新再生画像ＲＰ１ＲＩ０とが、フレームメモリ２０に参照画像として格納さ
れる。
【００６７】
　時刻ｔ２では、入力画像Ｐ２が対象画像となり、時刻ｔ１においてフレームメモリ２０
に格納された参照画像ＲＩ０、ＲＰ１、ＲＩＯＲＰ１及びＲＰ１ＲＩ０を用いて、再生画
像ＲＰ２が生成される。時刻ｔ２では、再生画像ＲＰ１と、再生画像ＲＰ２と、参照画像
ＲＰ１と再生画像ＲＰ２とを用いて生成される更新参照画像ＲＰ１ＲＰ２及び更新再生画
像ＲＰ２ＲＰ１が、参照画像としてフレームメモリ２０に格納される。なお、時刻ｔ２に
おいて、参照画像ＲＩ０、ＲＩＯＲＰ１、及びＲＩＯＲＰ１をフレームメモリ２０から削
除しているが、これらを削除せず、時刻ｔ３における再生画像の生成に用いてもよい。
【００６８】
　時刻ｔ３では、入力画像Ｐ３が対象画像となり、時刻ｔ２においてフレームメモリ２０
に格納された参照画像を用いて、再生画像ＲＰ３が生成される。
【００６９】
　双方向予測の場合には、画像の入力と再生には、アルゴリズム上の遅延が生じる。双方
向予測の場合には、図４に示すように、順に入力画像Ｉ０、Ｂ１，Ｂ２、Ｐ３・・・が入
力される。
【００７０】
　時刻ｔ０では、入力画像Ｉ０が対象画像となり、例えば、イントラフレーム符号化及び
復号によって、再生画像ＲＩ０が生成される。再生画像ＲＩ０は、フレームメモリ２０に
参照画像として格納される。再生画像ＲＩ０が再生される時刻は、双方向予測であるので
、時刻ｔ１である。
【００７１】
　入力画像Ｂ１と入力画像Ｂ２とを入力画像Ｉ０及びＰ３から符号化するので、時刻ｔ１
では、入力画像Ｐ３が対象画像となり、時刻ｔ２において、参照画像ＲＩ０を用いて、対
象画像Ｐ３の再生画像ＲＰ３が生成される。時刻ｔ２では、再生画像ＲＰ３と参照画像Ｒ
Ｉ０とを用いて、更新参照画像ＲＩＯＲＰ３と更新参照画像ＲＰ３ＲＩ０とが生成され、
参照画像としてフレームメモリ２０に格納される。
【００７２】
　時刻ｔ２では、入力画像Ｂ１及び入力画像Ｂ２が対象画像となり、それぞれ符号化され
る。時刻ｔ３において、参照画像ＲＩＯＲＰ３とＲＰ３ＲＩ０とを用いて、対象画像Ｂ１
の再生画像ＲＢ１が生成され、同時に、再生画像ＲＢ１と参照画像ＲＩＯＲＰ３とを用い
て、更新参照画像（ＲＩＯＲＰ３）ＲＢ１が生成され、再生画像ＲＢ１と参照画像ＲＰ３

ＲＩ０とを用いて、更新参照画像（ＲＰ３ＲＩ０）ＲＢ１が生成され、それぞれ参照画像
として、フレームメモリ２０に格納される。参照画像（ＲＩＯＲＰ３）ＲＢ１と（ＲＰ３

ＲＩ０）ＲＢ１は、対象画像Ｂ２の符号化・復号に用いられる。
【００７３】
　以下、本実施の形態にかかる動画像符号化装置１０の動作について説明する。併せて、
本発明の実施の形態に係る動画像符号化方法を説明する。図５は、本発明の実施の形態に
係る動画像符号化方法のフローチャートである。
【００７４】
　図５に示すように、この動画像符号化方法では、まず、動画像を構成する複数の画像が
順次、符号化の対象となる対象画像として入力される（ステップＳ０１）。次いで、前処
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理部１４によって、上述した前処理が行われる（ステップＳ０２）。
【００７５】
　次いで、予測画像生成部１６によって、対象画像の予測画像が生成される（ステップＳ
０３）。この予測画像と対象画像との差演算が実行され、差分画像が生成される（ステッ
プＳ０４）。
【００７６】
　次いで、符号化部２２が符号化を実行することによって、差分画像から符号化差分信号
が生成される（ステップＳ０５）。次いで、可変長符号化部２４によって、符号化差分信
号、動きベクトルが可変長符号化されることによって、ビットストリームが生成される（
ステップＳ０６）。
【００７７】
　次いで、復号部２８が復号を実行することによって、符号化差分信号から復号差分画像
が生成される（ステップＳ０７）。復号差分画像は、再生画像生成部３０によって、予測
画像に加算され、その結果、再生画像が生成される（ステップＳ０８）。そして、画像更
新部３２によって、更新画像が生成され（ステップＳ０９）、当該更新画像がフレームメ
モリ２０に格納される（ステップＳ１０）。
【００７８】
　以下、ステップＳ０９の更新画像生成について詳細に説明する。図６は、更新画像生成
に関するフローチャートである。更新画像生成の処理においては、再生画像生成部３０か
ら再生画像が、フレームメモリ２０から参照画像が、それぞれ画像更新部３２に入力され
る（ステップＳ０９－１）。
【００７９】
　そして、更新再生画像生成部５０によって、参照画像を用いて再生画像が更新されるこ
とによって、更新再生画像が生成される（ステップＳ０９－２）。また、更新参照画像生
成部５２によって、再生画像を用いて参照画像が更新されることによって、更新参照画像
が生成される（ステップＳ０９－３）。更新再生画像及び更新参照画像は、フレームメモ
リ２０に、更新画像として格納される（ステップＳ０９－４）。
【００８０】
　以下、更新再生画像及び更新参照画像の生成について、詳細に説明する。図７は、更新
画像の生成の詳細に関するフローチャートである。以下、再生画像及び参照画像の一方を
第１の画像として、再生画像及び参照画像の他方を第２の画像として、更新再生画像及び
更新参照画像の生成について説明する。以下の説明から、第１の画像を再生画像、第２の
画像を参照画像とすれば、更新画像として更新再生画像が生成され、第１の画像を参照画
像、第２の画像を再生画像とすれば、更新画像として更新参照画像が生成されることが、
理解されよう。
【００８１】
　図７に示すように、まず、第１の画像と第２の画像とが入力される（ステップＳ２１）
。次いで、変数Ｎが１に設定される（ステップＳ２２）。この変数Ｎは、第１の画像を分
割したブロックの個数である。ブロックのサイズは、ａ×ａであり、例えば、４×４を採
用することができる。
【００８２】
　次いで、第１の画像のＮ番目のブロックの予測ブロックが、第２の画像から求められる
（ステップＳ２３）。次いで、第１の画像のＮ番目のブロックと予測ブロックとの重み付
け平均を求めることによって、当該Ｎ番目のブロックの更新画像が生成される（ステップ
Ｓ２４）。
【００８３】
　次いで、Ｎが「１」インクリメントされ（ステップＳ２５）、インクリメントされたＮ
が、最大ブロック数を超えるか否かがテストされる（ステップＳ２６）。このテストの結
果、Ｎｏの場合には、ステップＳ２３からの処理が繰り返され、Ｙｅｓの場合には、処理
が終了となる。
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【００８４】
　以下、コンピュータを動画像符号化装置１０として動作させる動画像符号化プログラム
について説明する。図８は、本発明の実施の形態に係る動画像符号化プログラムの構成を
、記憶媒体と共に示す図である。
【００８５】
　図８に示すように、動画像符号化プログラム７０は、記録媒体１００に格納されて提供
される。記録媒体１００としては、フロッピーディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ、あるい
はＲＯＭ等の記録媒体あるいは半導体メモリ等が例示される。
【００８６】
　図９は、記録媒体に記憶されたプログラムを実行するためのコンピュータのハードウェ
ア構成を示す図であり、図１０は、記録媒体に記憶されたプログラムを実行するためのコ
ンピュータの斜視図である。図９に示すように、コンピュータ１１０は、フロッピーディ
スクドライブ装置、ＣＤ－ＲＯＭドライブ装置、ＤＶＤドライブ装置等の読取装置１１２
と、オペレーティングシステムを常駐させた作業用メモリ（ＲＡＭ）１１４と、記録媒体
１００に記憶されたプログラムを記憶するメモリ１１６と、ディスプレイといった表示装
置１１８と、入力装置であるマウス１２０及びキーボード１２２と、データ等の送受を行
うための通信装置１２４と、プログラムの実行を制御するＣＰＵ１２６とを備えている。
コンピュータ１１０は、記録媒体１００が読取装置１１２に挿入されると、読取装置１１
２から記録媒体１００に格納された動画像符号化プログラム７０にアクセス可能になり、
当該動画像符号化プログラム７０によって、動画像符号化装置１０として動作することが
可能になる。
【００８７】
　図１０に示すように、動画像符号化プログラム７０は、搬送波に重畳されたコンピュー
タデータ信号１３０としてネットワークを介して提供されるものであってもよい。この場
合、コンピュータ１１０は、通信装置１２４によって受信した動画像符号化プログラム７
０をメモリ１１６に格納し、当該動画像符号化プログラム７０を実行することができる。
【００８８】
　図８に示すように、動画像符号化プログラム７０は、処理を統括するメインモジュール
７１と、前処理モジュール７２と、予測画像生成モジュール７４と、差分画像生成ジュー
ル７６と、格納モジュール７８と、符号化モジュール８０と、可変長符号化モジュール８
２と、復号モジュール８４と、再生画像生成モジュール８６と、画像更新モジュール８８
とを備えている。また、符号化モジュール８０は、変換サブモジュール９２と量子化サブ
モジュール９４とによって構成され、復号モジュール８４は、逆量子化サブモジュール９
６と逆変換サブモジュール９８とによって構成される。
【００８９】
　前処理モジュール７２、予測画像生成モジュール７４、差分画像生成ジュール７６、格
納モジュール７８、符号化モジュール８０、可変長符号化モジュール８２、復号モジュー
ル８４、再生画像生成モジュール８６、画像更新モジュール８８、変換サブモジュール９
２、量子化サブモジュール９４、逆量子化サブモジュール９６、及び逆変換サブモジュー
ル９８がコンピュータに実現させる機能はそれぞれ、上述した前処理部１４、予測画像生
成部１６、差分画像生成部１８、フレームメモリ２０、符号化部２２、可変長符号化部２
４、復号部２８、再生画像生成部３０、画像更新部３２、変換部３４、量子化部３６、逆
量子化部３８、及び逆変換部４０のうち対応の要素と同様である。
【００９０】
　以上、本発明の動画像符号化装置１０について説明したが、画像更新部３２による処理
を符号化効率の向上に有効な場合にのみ実行させることも可能である。この場合には、図
１に示すように、動画像符号化装置１０は、更に制御部４２を備えることができる。
【００９１】
　制御部４２は、動画像にシーンの変化があるか否かをテストする。動画像にシーンの変
化があるか否かは、例えば、異なる入力画像間における相関の大小から決定することがで
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きる。制御部４２は、シーンの変化がある場合に、更新画像を生成しない旨を指示する更
新制御信号を画像更新部３２にラインＬ３６を介して出力する。一方、制御部４２は、シ
ーンの変化が少ない場合に、更新画像を生成する旨を指示する更新制御信号を画像更新部
３２に出力する。
【００９２】
　更新制御信号は、第１の状態、第２の状態、第３の状態、及び第４の状態のいずれかを
とることができる。画像更新部３２は、更新制御信号が第１の状態の場合に、更新再生画
像を生成し、更新制御信号が第２の状態の場合に、更新参照画像を生成し、更新制御信号
が第３の状態の場合に、更新再生画像及び更新参照画像を生成し、第４の状態の場合には
、更新再生画像及び更新参照画像のいずれをも生成しない。
【００９３】
　制御部４２は、更新制御信号を可変長符号化部２４にも出力する。可変長符号化部２４
は、更新制御信号を動画像における各画像のヘッダ部に含めて送信する。更新制御信号は
、上記の状態を表すために必要な最小のビット数の信号として、ヘッダ部に含められる。
例えば、更新制御信号が第３の状態及び第４の状態をとることを許可されている場合に、
更新制御信号を、第３の状態を「１」、第４の状態を「０」とする１ビットの信号とする
ことができる。
【００９４】
　なお、コンピュータ１１０に制御部４２に相当する機能を更に実現させる場合には、図
８に示すように、制御部４２に相当する機能をコンピュータ１１０に実現させる制御モジ
ュール９０を動画像符号化プログラム７０に更に備えることができる。
【００９５】
　次に、本発明の実施の形態に係る動画像復号装置について説明する。図１１は、本発明
の実施の形態に係る動画像復号装置の構成を示す図である。図１１に示す動画像復号装置
１４０は、動画像符号化装置１０によって生成されたビットストリームから動画像を再生
可能な装置である。
【００９６】
　動画像復号装置１４０は、物理的には、ＣＰＵ（中央処理装置）、メモリといった記憶
装置、ディスプレイといった表示装置、通信装置等を備えるコンピュータであることがで
きる。また、動画像復号装置１４０は、携帯電話といった移動通信端末であってもよい。
すなわち、動画像復号装置１４０には、情報処理可能な装置が広く適用され得る。
【００９７】
　図１１に示すように、動画像復号装置１４０は、機能的に、入力端子１４２と、可変長
復号部１４４と、復号部（復号手段）１４６と、予測画像生成部（予測画像生成手段）１
４８と、フレームメモリ（格納手段）１５０と、再生画像生成部（再生画像生成手段）１
５２と、出力端子１５４と、画像更新部（画像更新手段）１５６とを備える。
【００９８】
　入力端子１４２には、動画像符号化装置１０によって生成されたビットストリームが入
力される。入力端子１４２は、可変長復号部１４４に当該ビットストリームを出力する。
【００９９】
　可変長復号部１４４は、ラインＬ４０経由で出力されるビットストリームを受け、当該
ビットストリームに含まれる符号化データを可変長復号することによって、動きベクトル
及び符号化差分信号を復元する。
【０１００】
　復号部１４６は、動画像符号化装置１０における復号部２８と同様の処理を実行する。
復号部１４６は、逆量子化部３８と同様の逆量子化部１６０と、逆変換部４０と同様の逆
変換部１６２とを有し、ラインＬ４２経由で符号化差分信号を受け、当該符号化差分信号
から復号差分画像を生成する。
【０１０１】
　予測画像生成部１４８は、動画像符号化装置１０の予測画像生成部１６と同様の動き補
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償予測によって予測画像を生成する。具体的に、予測画像生成部１４８は、ラインＬ４４
経由で出力される動きベクトルと、ラインＬ４６経由で出力されるフレームメモリ１５０
に格納された参照画像とを用いて、予測画像を生成する。ここで、フレームメモリ１５０
には、動画像を構成する画像のうち、復号の対象である対象画像よりも先に復号の対象と
なった画像に対して生成された再生画像に基づく画像が参照画像として格納されている。
【０１０２】
　再生画像生成部１５２は、ラインＬ４８経由で復号部１４６から出力される復号差分画
像と、ラインＬ５０経由で予測画像生成部１４８から出力される予測画像とを加算するこ
とによって、再生画像を生成する。この再生画像は、出力端子１５４に、ラインＬ５２経
由で出力されると同時にフレームメモリ１５０に格納される。
【０１０３】
　画像更新部１５６は、動画像符号化装置１０の画像更新部３２と同様の構成を有する。
画像更新部１５６は、ラインＬ５４経由で出力される再生画像及びラインＬ５６経由で出
力される参照画像を受ける。画像更新部１５６は、再生画像及び参照画像の一方を第１の
画像とし、再生画像及び参照画像の他方を第２の画像とし、第１の画像と第２の画像とを
重み付け加算することによって、更新画像を生成する。この更新画像は、ラインＬ５８経
由でフレームメモリ１５０に格納され、異なる対象画像の復号において参照画像として用
いられる。この重み付け加算は、第１の画像、第２の画像に任意の比率の重みを適用し、
加算後の画素値を所望のレベル内の値とする。
【０１０４】
　画像更新部１５６によって生成された更新画像は、フレームメモリ１５０に格納されて
、動画像を構成する画像のうち、対象画像より後に復号の対象となる画像に対する予測画
像を生成するための参照画像として、予測画像生成部１４８によって用いられる。
【０１０５】
　動画像復号装置１４０にも、画像更新部１５６として、図２に示す画像更新部４８を用
いることができる。動画像復号装置１４０の場合に、図２に示すラインＬ７０はラインＬ
５４に相当し、ラインＬ７２はラインＬ５６に相当し、ラインＬ７４はラインＬ５８に相
当する。なお、画像更新部４８の詳細は上述したので、その詳細の説明については、本明
細書における画像更新部４８の説明を参照されたい。
【０１０６】
　なお、動画像復号装置１４０は、制御部１５８を更に備えることができる。制御部１５
８は、動画像符号化装置１０によって生成されるビットストリームに、上述した更新制御
信号が含まれる場合に、可変長復号部１４４からラインＬ６０を介して当該更新制御信号
を受ける。制御部１５８は、上述した更新制御信号がとる状態に応じて、ラインＬ６２経
由で画像更新部１５６における更新画像の生成を制御する。
【０１０７】
　以下、動画像復号装置１４０の動作について説明する。併せて、本発明の実施の形態に
係る動画像復号方法について説明する。図１２は、本発明の実施の形態にかかる動画像復
号方法を示すフローチャートである。
【０１０８】
　図１２に示すように、この動画像復号方法では、まず、入力端子１４２にビットストリ
ームが入力される（ステップＳ３１）。当該ビットストリームに含まれる符号化データが
可変長復号部１４４によって、可変長復号されることによって、動きベクトル及び符号化
差分信号が生成される（ステップＳ３２）。
【０１０９】
　次いで、復号部１４６によって、符号化差分信号から復号差分画像が生成される（ステ
ップＳ３３）。また、予測画像生成部１４８によって、動きベクトル及びフレームメモリ
１５０に格納された参照画像が用いられて、予測画像が生成される（ステップＳ３４）。
【０１１０】
　次いで、再生画像生成部１５２によって、復号差分画像と予測画像が加算されることに
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よって、再生画像が生成される（ステップＳ３５）。
【０１１１】
　次いで、画像更新部１５６によって、再生画像と、フレームメモリ１５０に格納された
参照画像とが用いられ、更新画像が生成される（ステップＳ３６）。更新画像の生成につ
いては、図６及び図７を用いた説明と同様であるので、ここでは、その詳細の説明を省略
する。
【０１１２】
　次いで、画像更新部１５６によって生成された更新画像が、フレームメモリ１５０に格
納され、異なる対象画像の復号において参照画像として用いられる。
【０１１３】
　以下、本発明の実施の形態に係る動画像復号プログラムについて説明する。図１３は、
本発明の実施の形態に係る動画像復号プログラムの構成を、記録媒体と共に示す図である
。
【０１１４】
　図１３に示すように、動画像復号プログラム１７０は、記録媒体１００に格納され提供
される。記録媒体１００としては、フロッピーディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ、あるい
はＲＯＭ等の記録媒体あるいは半導体メモリ等が例示される。
【０１１５】
　動画像復号プログラム１７０が、図９及び図１０に示すコンピュータ１１０の読取装置
１１２に挿入されると、コンピュータ１１０は、記録媒体１００に格納された動画像復号
プログラム１７０にアクセス可能となる。当該動画像復号プログラム１７０によって、コ
ンピュータ１１０は、動画像復号装置１４０として動作することが可能となる。なお、図
１０に示すように、動画像復号プログラム１７０は、搬送波に重畳されたコンピュータデ
ータ信号１３０としてネットワークを介して提供されるものであってもよい。この場合、
コンピュータ１１０は、通信装置１２４によって受信した動画像復号プログラム１７０を
メモリ１１６に格納し、当該動画像復号プログラム１７０を実行することができる。
【０１１６】
　図１３に示すように、動画像復号プログラム１７０は、処理を統括するメインモジュー
ル１７１と、可変長復号モジュール１７２と、復号モジュール１７４と、予測画像生成モ
ジュール１７６と、格納モジュール１７８と、再生画像生成モジュール１８０と、画像更
新モジュール１８２とを備えている。また、復号モジュール１７４は、逆量子化サブモジ
ュール１８６と、逆変換サブモジュール１８８とを有する。
【０１１７】
　可変長復号モジュール１７２、復号モジュール１７４、予測画像生成モジュール１７６
、格納モジュール１７８、再生画像生成モジュール１８０、画像更新モジュール１８２、
逆量子化サブモジュール１８６、及び逆変換サブモジュール１８８がコンピュータに実現
させる機能はそれぞれ、上述した可変長復号部１４４、復号部１４６、予測画像生成部１
４８、フレームメモリ１５０、再生画像生成部１５２、画像更新部１５６、逆量子化部１
６０、逆変換部１６２のうち、対応の要素と同様である。なお、動画像復号プログラム１
７０は、上述した制御部１５８に相当する機能をコンピュータ１１０に実現させる制御モ
ジュール１８４を更に有することもできる。
【０１１８】
　以下、本実施形態にかかる動画像符号化装置１０及び動画像復号装置１４０の作用及び
効果を説明する。動画像符号化装置１０では、再生画像又はフレームメモリ２０に既に格
納されている参照画像の一方の第１の画像に、当該再生画像又は当該参照画像の他方の第
２の画像が重み付け加算されることによって、更新画像が生成される。この更新画像は、
異なる対象画像の予測画像を生成するための参照画像として用いられる。したがって、加
算に基づく平均化によってノイズが削減された参照画像が用いられるので、符号化による
動画像のデータ量が削減され、符号化効率が向上される。更に、動画像符号化装置１０で
は、再生画像と参照画像とが平均化された更新画像が生成されるので、再生画像又は参照
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画像にはない、画像のディテールを更新画像に反映させることができる。したがって、符
号化による動画像のデータ量が更に削減される。
【０１１９】
　また、動画像復号装置１４０によれば、動画像符号化装置１０によって生成されたビッ
トストリームから動画像を忠実に復元することができる。
【０１２０】
　また、動画像符号化装置１０及び動画像復号装置１４０では、上述したように動画像に
おけるシーンの変化に基づいて、動画像の符号化効率を高めるために有効な場合にのみ、
更新画像を生成することができる。この場合には、上述したように、更新画像を生成する
か否かに関する指示を、最小限必要なビットで表すことが可能な更新制御信号を用いるこ
とができる。
【０１２１】
　また、動画像復号装置１４０では、画像更新部が、第１の画像に対する第２の画像のず
れを示す動き量を求めることによって、更新画像を生成するので、更新画像を生成するた
めの動き量（動きベクトル）を動画像符号化装置１０が動画像復号装置１４０に送信する
必要がない。したがって、動画像符号化装置１０が送信すべきビットストリームのデータ
量が更に削減される。
【０１２２】
　また、動画像符号化装置１０及び動画像復号装置１４０では、順方向予測の場合に、画
像を並べ替えることなく、平滑化が実現されて、参照画像の雑音が低減される。
【０１２３】
　なお、本発明は、本実施の形態に開示された特定の構成に限定されるものではない。例
えば、動画像符号化装置１０及び動画像復号装置１４０では、フレームメモリに格納され
ており予測画像を生成するために参照される画像を参照画像としているが、予測画像の生
成には用いられなくとも上述した画像更新に用いられる画像を参照画像としてもよい。こ
の参照画像は、動画像符号化装置１０及び動画像復号装置１４０の上述したフレームメモ
リに格納されてもよく、当該フレームメモリと異なるフレームメモリに格納されてもよい
。また、当該参照画像は、上述した符号化差分信号に基づくデータを含むビットストリー
ムとは異なるファイル、又はビットストリームとして伝送されてもよい。
【０１２４】
　また、動画像符号化装置１０及び動画像復号装置１４０では、フレームメモリに格納さ
れている参照画像と再生画像とを用いて画像更新が行われているが、フレームメモリに格
納されている画像同士で画像更新が行われてもよい。すなわち、動画像符号化装置１０及
び動画像復号装置１４０では、再生画像がフレームメモリに格納される前に画像更新が行
われているが、再生画像をフレームメモリに参照画像として格納した後に、当該参照画像
と、当該参照画像とは異なる参照画像とを用いて画像更新処理が行われてもよい。
【０１２５】
　ところで、上記の実施形態では、動画像符号化装置１０及び動画像復号装置１４０のフ
レームメモリに格納されている画像を更新するには、再生画像または該フレームメモリに
格納されている別の画像を用いて行われると説明したが、復号差分画像を用いてフレーム
メモリに格納されている画像を更新してもよく、かかる変形例について図１４から図１６
を用いて詳細に説明する。
【０１２６】
　図１４は本発明に係る動画像符号化装置の変形を示す構成図である。基本的な構成と機
能は図１と同じであるが、画像更新部３２において再生画像生成部３０からの再生画像と
フレームメモリ２０からの参照画像に加えて、復号部２８からの出力である復号差分画像
がラインＬ２６ｂ経由で入力される。画像更新部３２は、復号差分画像を第１の画像とし
、参照画像を第２の画像とし、第１の画像と第２の画像とを重み付け加算することによっ
て、更新画像を生成する。この更新画像は、フレームメモリ２０に格納され異なる対象画
像に対する符号化に用いられる。画像の更新は、図２にて説明したように動き補償を伴う
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ため、動き情報が必要となる。本実施の形態では、動き情報は図１４の予測画像生成部１
６より提供される。画像更新部３２については図１５を用いて詳細を説明する。なお、重
み付け加算では、重みが負の値をとることもあり、その場合引き算処理になる。
【０１２７】
　図１５は、図１４の動画像符号化装置に対する動画像復号装置の構成を示す図である。
図１５に示す動画像復号装置１４０は、図１４の動画像符号化装置１０によって生成され
たビットストリームから動画像を再生可能な装置である。基本的な構成と機能は図１１と
同じであるが、画像更新部１５５６は、ラインＬ１５５４経由で入力される再生画像及び
ラインＬ１５５６経由で入力される参照画像に加えて、復号部１５４６からの出力である
復号差分画像がラインＬ１５６０経由で入力される。画像更新部１５５６は、復号差分画
像（ラインＬ１５６０経由）を第１の画像とし、参照画像（ラインＬ１５５６経由）を第
２の画像とし、第１の画像と第２の画像とを重み付け加算することによって、更新画像を
生成する。この更新画像は、フレームメモリ１５５０に格納され次の復号処理に用いられ
る。
【０１２８】
　具体的には、ラインＬ１５６０経由で入力される復号差分画像に対し、動き補償部１５
６４にてラインＬ１５４３経由で可変長復号部１５４４から送られた動き情報をもとに、
動き補償処理が施される。その結果はラインＬ１５６２経由で重み付け加算部１５６６に
送られ、フレームメモリ１５５０から送られた参照画像と重み付け加算される。本実施の
形態では、動き補償部１５６４の出力に負の重みを付け、参照画像と加算される。重み付
け加算部１５６６の出力はスイッチ１５６８経由でフレームメモリ１５５０に戻される。
一方、再生画像生成部１５５２からの再生画像もスイッチ１５６８経由でフレームメモリ
１５５０に格納される。このように、フレームメモリに格納される参照画像は復号差分画
像をもとに更新されることになる。
【０１２９】
　図１６は、図１４の動画像符号化装置に対する動画像復号装置の別の構成を示す図であ
る。図１６に示すように、動画像復号装置１４０は、機能的に、入力端子１６４２と、可
変長復号部１６４４と、復号部（復号手段）１６４６と、動き補償部（予測画像生成手段
）１６４８と、フレームメモリ（格納手段）１６５０と、再生画像生成部（再生画像生成
手段）１６５２と、出力端子１６５４と、画像更新部（画像更新手段）１６５６とを備え
る。
【０１３０】
　入力端子１６４２には、図１４の動画像符号化装置１０によって生成されたビットスト
リームが入力される。入力端子１６４２は可変長復号部１６４４に当該ビットストリーム
を出力する。可変長復号部１６４４は、ラインＬ１６４０経由で出力されるビットストリ
ームを受け、当該ビットストリームに含まれる符号化データを可変長復号することによっ
て、動きベクトル及び符号化差分信号を復元する。
【０１３１】
　復号部１６４６は、逆量子化部１６６０と逆変換部１６６２とを有し、ラインＬ１６４
２経由で符号化差分信号を受け、当該符号化差分信号から復号差分画像を生成する。
【０１３２】
　画像更新部１６５６は、ラインＬ１６６０経由で出力される復号差分画像及びラインＬ
１６５６経由で出力される参照画像を受ける。画像更新部１６５６は、復号差分画像を第
１の画像とし、参照画像を第２の画像とし、第１の画像と第２の画像とを重み付け加算す
ることによって、更新画像を生成する。具体的には、ラインＬ１６６０経由で入力される
復号差分画像に対し、動き補償部１６６６にてラインＬ１６４４経由で送られた動き情報
をもとに、動き補償処理が施される。その結果はラインＬ１６６２経由で重み付け加算部
１６６４に送られ、フレームメモリ１６５０から送られた参照画像と重み付け加算される
。本実施の形態では、動き補償部１６６６の出力に負の重みを付け、参照画像と加算する
。重み付け加算部１６６４の出力である更新画像は、ラインＬ１６５８経由でフレームメ
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モリ１６５０に格納されると同時に、次に説明する動き補償部にて用いられる。
【０１３３】
　動き補償部１６４８は、ラインＬ１６４４経由で出力される動きベクトルと、ラインＬ
１６４６経由で出力されるフレームメモリ１６５０に格納された参照画像とを用いて、予
測画像を生成する。ここで、フレームメモリ１６５０には、動画像を構成する画像のうち
、復号の対象である対象画像よりも先に生成された再生画像に基づく画像や、画像更新部
１６５６からの更新画像が参照画像として格納されている。
【０１３４】
　再生画像生成部１６５２は、ラインＬ１６４８経由で復号部１６４６から出力される復
号差分画像と、ラインＬ１６５０経由で動き補償部１６４８から出力される予測画像とを
加算することによって再生画像を生成する。この再生画像は出力端子１６５４に、ライン
Ｌ１６５２経由で出力されると同時にフレームメモリ１６５０に格納される。
【０１３５】
　このように復号差分画像を用いて参照画像を更新することによって、量子化による歪み
が参照画像と再生画像とに一様に分散されてしまう効果があり、より効率的に符号化する
ことができる。
【０１３６】
　なお、本実施の形態では復号差分画像を直接に画像更新部に入力したが、復号差分画像
をフレームメモリに格納しておき、フレームメモリから復号差分画像を読み出し、画像更
新に用いてもよい。
【０１３７】
　また、画像更新部の機能が動作する状態と動作しない状態を切り替えて符号化・復号処
理を行ってもよい。例えば、図１６において動き補償部１６４８と再生画像生成部１６５
２が動作しないときに画像更新部１６５６が動作し、逆に動き補償部１６４８と再生画像
生成部１６５２が動作するときに画像更新部１６５６は動作しないように制御してもよい
。
【０１３８】
　以下、コンピュータを図１５又は図１６の動画像復号装置１４０として動作させる動画
像復号プログラムについて説明する。図１７は、上記の動画像復号プログラム１９０の構
成を、記録媒体と共に示す図である。
【０１３９】
　図１７に示すように、動画像復号プログラム１９０は、記録媒体１００に格納され提供
される。記録媒体１００としては、フロッピーディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ、あるい
はＲＯＭ等の記録媒体あるいは半導体メモリ等が例示される。
【０１４０】
　動画像復号プログラム１９０が、図９及び図１０に示すコンピュータ１１０の読取装置
１１２に挿入されると、コンピュータ１１０は、記録媒体１００に格納された動画像復号
プログラム１９０にアクセス可能となる。当該動画像復号プログラム１９０によって、コ
ンピュータ１１０は、動画像復号装置１４０として動作することが可能となる。なお、図
１０に示すように、動画像復号プログラム１９０は、搬送波に重畳されたコンピュータデ
ータ信号１３０としてネットワークを介して提供されるものであってもよい。この場合、
コンピュータ１１０は、通信装置１２４によって受信した動画像復号プログラム１９０を
メモリ１１６に格納し、当該動画像復号プログラム１９０を実行することができる。
【０１４１】
　図１７に示すように、図１５の動画像復号装置１４０として動作させる動画像復号プロ
グラムと、図１６の動画像復号装置１４０として動作させる動画像復号プログラムとで共
通の構成として、動画像復号プログラム１９０は、処理を統括するメインモジュール１９
１と、可変長復号モジュール１９２と、復号モジュール１９５と、予測画像生成モジュー
ル１９６と、格納モジュール１９７と、再生画像生成モジュール１９８と、画像更新モジ
ュール１９９とを備えている。また、復号モジュール１９５は、逆量子化サブモジュール
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１９３と、逆変換サブモジュール１９４とを有する。
【０１４２】
　図１５の動画像復号装置１４０として動作させる動画像復号プログラムについては、可
変長復号モジュール１９２、復号モジュール１９５、予測画像生成モジュール１９６、格
納モジュール１９７、再生画像生成モジュール１９８、及び画像更新モジュール１９９が
コンピュータに実現させる機能はそれぞれ、上述した可変長復号部１５４４、復号部１５
４６、動き補償部１５４８、フレームメモリ１５５０、再生画像生成部１５５２、及び画
像更新部１５５６のうち、対応の要素と同様である。
【０１４３】
　また、図１６の動画像復号装置１４０として動作させる動画像復号プログラムについて
は、可変長復号モジュール１９２、復号モジュール１９５、予測画像生成モジュール１９
６、格納モジュール１９７、再生画像生成モジュール１９８、及び画像更新モジュール１
９９がコンピュータに実現させる機能はそれぞれ、上述した可変長復号部１６４４、復号
部１６４６、動き補償部１６４８、フレームメモリ１６５０、再生画像生成部１６５２、
及び画像更新部１６５６のうち、対応の要素と同様である。
【０１４４】
　なお、コンピュータを図１４の動画像符号化装置１０として動作させる動画像符号化プ
ログラムの構成については、先述した図８の構成と同様である。
【０１４５】
　また、動画像符号化装置１０及び動画像復号装置１４０では、更新画像が参照画像とし
て用いられるが、これに限らず、当該更新画像は表示装置に出力されてもよい。
【０１４６】
　以上、好適な実施の形態において本発明の原理を図示し説明してきたが、本発明は、そ
のような原理から逸脱することなく配置および詳細において変更され得ることができるこ
とは、当業者によって認識される。本発明は、本実施の形態に開示された特定の構成に限
定されるものではない。したがって、特許請求の範囲およびその精神の範囲から来る全て
の修正および変更に権利を請求する。
【図面の簡単な説明】
【０１４７】
【図１】図１は、本発明の実施の形態に係る動画像符号化装置の構成を示す図である。
【図２】図２は、画像更新部の一実施形態の構成を示す図である。
【図３】図３は、順方向予測を用いた場合の画像更新の概念を説明するための図である。
【図４】図４は、双方向予測を用いた場合の画像更新の概念を説明するための図である。
【図５】図５は、本発明の実施の形態に係る動画像符号化方法を示すフローチャートであ
る。
【図６】図６は、更新画像生成に関するフローチャートである。
【図７】図７は、更新画像の生成の詳細に関するフローチャートである。
【図８】図８は、本発明の実施の形態に係る動画像符号化プログラムの構成を、記録媒体
と共に示す図である。
【図９】図９は、記録媒体に記憶されたプログラムを実行するためのコンピュータのハー
ドウェア構成を示す図である。
【図１０】図１０は、記録媒体に記憶されたプログラムを実行するためのコンピュータの
斜視図である。
【図１１】図１１は、本発明の実施の形態に係る動画像復号装置の構成を示す図である。
【図１２】図１２は、本発明の実施の形態に係る動画像復号方法を示すフローチャートで
ある。
【図１３】図１３は、本発明の実施の形態に係る動画像復号プログラムの構成を、記録媒
体と共に示す図である。
【図１４】図１４は、本発明の実施の形態に係る動画像符号化装置の構成の変形例を示す
図である。
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【図１５】図１５は、本発明の実施の形態に係る動画像復号装置の構成の第１変形例を示
す図である。
【図１６】図１６は、本発明の実施の形態に係る動画像復号装置の構成の第２変形例を示
す図である。
【図１７】図１７は、本発明の実施の形態に係る動画像復号プログラムの構成の変形例を
、記録媒体と共に示す図である。
【符号の説明】
【０１４８】
　１０…動画像符号化装置、１２…入力端子、１４…前処理部、１６…予測画像生成部、
１８…差分画像生成部、２０…フレームメモリ、２２…符号化部、２４…可変長符号化部
、２６…出力端子、２８…復号部、３０…再生画像生成部、３２…画像更新部。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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